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１．今回の主な見直し事項（案）
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今
般
の
改
正
事
項

２
．
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
等

•
豪

雪
地

帯
対

策
基

本
計

画
（

基
本

計
画

）
、

道
府

県
豪

雪
地

帯
対

策
基

本
計

画
（

道
府

県
計

画
）

の
策

定
•

国
は

、
財

政
の

許
す

範
囲

に
お

い
て

、
基

本
計

画
の

実
施

を
促

進
す

る
よ

う
努

め
る

【
財

政
上

の
措

置
】

•
地

方
公

共
団

体
が

、
基

本
計

画
・

道
府

県
計

画
の

達
成

の
た

め
に

行
う

事
業

に
要

す
る

経
費

に
充

て
る

た
め

の
地

方
債

に
つ

い
て

の
配

慮
等

従
前
の
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項

①
工
事
の
早
期
着
工
等

•
早

期
に

工
事

に
着

手
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

等
、

基
本

計
画

及
び

道
府

県
計

画
に

基
づ

く
事

業
の

効
率

的
な

実
施

に
関

す
る

配
慮

②
克
雪
住
宅
の
普
及
促
進

•
克

雪
住

宅
の

普
及

促
進

に
関

す
る

配
慮

③
除
排
雪
体
制
の
整
備

•
人

口
減

少
、

高
齢

化
等

に
よ

り
除

排
雪

の
担

い
手

が
不

足
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

、
除

排
雪

体
制

の
整

備
を

促
進

す
る

よ
う

配
慮

④
空
家
に
係
る
除
排
雪
等
の
管
理
の
確
保

•
空

家
に

つ
い

て
、

除
排

雪
等

の
管

理
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る

⑤
快
適
で
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成

•
快

適
で

魅
力

あ
る

地
域

社
会

の
形

成
の

た
め

、
積

雪
期

の
住

民
の

健
康

増
進

・
交

流
の

た
め

の
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
施

設
等

の
整

備
、

農
業

水
利

施
設

の
融

雪
の

た
め

の
利

用
促

進
等

が
円

滑
に

図
ら

れ
る

よ
う

配
慮

⑥
豪
雪
地
帯
に
適
し
た
産
業
の
育
成
等

•
豪

雪
地

帯
に

適
し

た
産

業
の

育
成

を
図

り
、

利
雪

に
関

す
る

試
験

研
究

の
体

制
の

整
備

及
び

研
究

開
発

の
成

果
の

普
及

を
促

進
す

る
よ

う
配

慮

⑦
雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
促
進

•
雪

冷
熱

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

活
用

し
た

施
設

の
整

備
等

の
取

組
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
配

慮

⑧
総
合
的
な
雪
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築

•
雪

に
関

連
す

る
多

様
な

情
報

を
適

切
か

つ
迅

速
に

提
供

す
る

総
合

的
な

情
報

シ
ス

テ
ム

の
構

築
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
配

慮

３
．
国
・
地
方
公
共
団
体
の
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
規
定

①
基
幹
道
路
の
整
備
の
特
例

４
．
特
別
豪
雪
地
帯
に
対
す
る
特
例
措
置
（
令
和
３
年
度
末
ま
で
）

•
特

別
豪

雪
地

帯
に

お
け

る
基

幹
的

な
市

町
村

道
の

改
築

に
つ

い
て

は
、

道
府

県
が

行
う

こ
と

が
で

き
る

等

②
公
立
小
中
学
校
等
の
施
設
等
に
対
す
る
国
の
負
担
率
の
特
例

•
公

立
小

中
学

校
等

の
分

校
舎

等
の

新
築

・
改

築
等

に
係

る
国

の
負

担
割

合
の

嵩
上

げ

•
雪

害
の

防
除

そ
の

他
産

業
等

の
基

礎
条

件
の

改
善

に
関

す
る

総
合

的
な

対
策

の
樹

立
・

実
施

に
よ

り
、

豪
雪

地
帯

に
お

け
る

産
業

の
振

興
と

民
生

の
安

定
向

上
に

寄
与

す
る

１
．
法
の
目
的

特
別

豪
雪

地
帯

に
対

す
る

特
例

措
置

の
期

限
を

1
0
年

間
延

長
す

る
。

Ⅳ
．
特
別
豪
雪
地
帯
に
対
す
る
特
例
措
置
の
期
限
延
長

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
既

存
住

宅
等

へ
の

命
綱

固
定

ア
ン

カ
ー

の
設

置
の

促
進

及
び

命
綱

等
の

除
排

雪
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

装
備

の
普

及
が

図
ら

れ
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

②
命
綱
固
定
ア
ン
カ
ー
の
設
置
の
促
進
等

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
克

雪
に

係
る

技
術

の
開

発
及

び
普

及
を

図
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

③
克
雪
技
術
の
開
発
・
普
及

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
短

期
集

中
的

な
降

雪
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
幹

線
道

路
の

交
通

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

、
除

排
雪

体
制

の
整

備
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

④
幹
線
道
路
の
交
通
確
保

Ⅲ
．
国
・
地
方
公
共
団
体
の
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
規
定
の
追
加

（
２
）
除
排
雪
時
の
死
傷
事
故
防
止
の
た
め
の
規
定

（
３
）
幹
線
道
路
の
交
通
確
保
の
た
め
の
規
定

国
は

、
除

排
雪

に
つ

い
て

持
続

可
能

な
体

制
の

整
備

や
安

全
確

保
の

取
組

を
行

う
地

方
公

共
団

体
に

対
す

る
交

付
金

の
交

付
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（
１
）
交
付
金
に
関
す
る
規
定

①
交
付
金
の
交
付
そ
の
他
の
措
置

Ⅰ
．
総
則
的
規
定
の
整
備

豪
雪

地
帯

対
策

は
、

・
国

土
強

靱
化

の
観

点
を

踏
ま

え
て

雪
に

強
い

安
全

・
安

心
な

地
域

社
会

の
実

現
に

向
け

た
克

雪
対

策
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
及

び
・

親
雪

又
は

利
雪

の
観

点
か

ら
豪

雪
地

帯
に

お
け

る
自

然
的

特
性

、
固

有
の

文
化

等
を

生
か

し
た

取
組

を
積

極
的

に
支

援
す

る
こ

と
に

よ
り

、
農

業
、

林
業

そ
の

他
の

産
業

の
振

興
及

び
地

域
活

性
化

等
を

図
る

こ
と

を
旨

と
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

（
２
）
基
本
理
念
の
新
設

豪
雪

地
帯

の
困

難
な

状
況

を
踏

ま
え

る
べ

き
こ

と
を

目
的

規
定

に
明

記

（
１
）
目
的
規
定
に
現
状
認
識
を
追
記

国
の

財
政

上
の

措
置

に
関

す
る

規
定

を
見

直
し

（
１
）
財
政
上
の
措
置
の
見
直
し

基
本

計
画

・
道

府
県

計
画

は
、

豪
雪

地
帯

の
特

性
を

踏
ま

え
た

防
災

施
策

を
促

進
す

る
も

の
と

な
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

（
２
）
豪
雪
地
帯
の
特
性
を
踏
ま
え
た
防
災
施
策
の
促
進
へ
の
配
慮

Ⅱ
．
基
本
計
画
等
の
策
定
・
実
施
に
関
す
る
規
定
の
追
加
・
見
直
し

１
（
１

）
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

に
お
け
る

改
正

事
項
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１ （２） 現行の豪雪地帯対策基本計画の体系

5

豪雪地帯対策基本計画

１．基本計画の目的 ２．基本計画の性格

３
．
基
本
計
画
の
重
点

４
．
基
本
計
画
の
内
容

積
雪
期
に
お
い
て
も
、
円
滑
な
産
業
活
動
や

快
適
な
生
活
を
実
現
す
る
上
で
、
基
幹
的
な

役
割
を
果
た
す
交
通
、
通
信
に
つ
い
て
、
そ

の
安
全
性
、
円
滑
性
の
確
保
及
び
高
度
化
を

図
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
施
設
等
の
整
備

・
拡
充
に
努
め
る
。

雪
国
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
産
業
の
振
興

を
総
合
的
に
推
進
し
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
産
業
の

基
礎
条
件
等
の
整
備
・
改
善
に
努
め
る
。

雪
に
強
く
、
安
全
・
安
心
で
快
適
な
地
域
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
医
療

施
設
、
教
育
施
設
等
の
生
活
環
境
施
設
の
総

合
的
な
整
備
・
拡
充
に
努
め
る
。
ま
た
、
高

齢
化
が
進
み
、
雪
処
理
の
担
い
手
が
不
足
し

て
い
る
地
域
へ
の
対
策
を
促
進
す
る
。

雪
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
安
全
な
国
土
の

形
成
を
図
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
治
山
、

治
水
等
に
よ
る
国
土
保
全
施
設
の
総
合
的
な

整
備
・
拡
充
に
努
め
る
。
ま
た
、
環
境
の
保

全
を
図
る
た
め
、
環
境
に
配
慮
し
た
施
策
の

推
進
に
努
め
る
。

豪
雪
地
帯
対
策
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進

す
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
克
雪
や
利
雪
に

関
す
る
調
査
研
究
の
総
合
的
な
推
進
及
び
気

象
業
務
の
整
備
・
強
化
に
努
め
る
。

道
路
交
通
の
確
保

鉄
道
・
軌
道
交
通
の
確
保

船
舶
・
航
空
機
に
よ
る

交
通
の
確
保

バ
ス
に
よ
る
交
通
の
確
保

通
信
及
び
情
報
の
確
保

電
力
の
確
保

農
業
の
振
興
等

林
業
の
振
興

水
産
業
の
振
興

工
業
等
の
振
興

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
等
の

振
興

交
流
の
推
進

雇
用
対
策
の
推
進

治
水
治
山

雪
処
理
の
担
い
手
の
確
保

農
用
地
等
の
防
災
の
強
化

環
境
の
保
全

調
査
研
究

気
象
業
務

５．基本計画の推進

国
土
交
通
省
・総

務
省
・警
察
庁

消
防
防
災
施
設
等
の
整
備

居
住
環
境
の
向
上

介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

供
給
体
制
の
整
備
等

医
療
体
制
の
強
化

保
健
衛
生
施
設
の
整
備

教
育
環
境
の
向
上

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省
・

海
上
保
安
庁

総
務
省

国
土
交
通
省

経
済
産
業
省

農
林
水
産
省

林
野
庁

水
産
庁

経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省

経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省
・

観
光
庁

厚
生
労
働
省
・環

境
省
・国
土
交
通

省文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

総
務
省
・内
閣
府

・国
土
交
通
省

総
務
省
・内
閣
府

・国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

林
野
庁

国
土
交
通
省

農
林
水
産
省

環
境
省

文
部
科
学
省
・国

土
交
通
省
・内
閣

府
・気
象
庁

気
象
庁

交
通
・
通
信
の
確
保

農
林
業
等
地
域
産
業
の
振
興

生
活
環
境
施
設
等
の
整
備

国
土
保
全
施
設
の
整
備
及
び

環
境
保
全

雪
氷
に
関
す
る
調
査
研
究
の

総
合
的
な
推
進
及
び

気
象
業
務
の
整
備
・
強
化



１ （３） 豪雪地帯対策特別措置法における改正事項と基本計画での対応方向（案）①
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Ⅰ．総則的規定の整備

豪雪地帯の困難な状況を踏まえるべきことを目的規定に明記

（１）目的規定に現状認識を追記

1 基本計画の目的

豪雪地帯の地理的・社会的な状
況を踏まえた豪雪地帯を取り巻
く厳しい現状を説明した上で、
豪雪地帯ならではの自然環境等
の資源を活用した地域づくりの
必要性について言及し、総合的
な豪雪地帯対策による地域経済
の発展と住民生活の向上に寄与
するという基本計画の目的を説
明。

2 基本計画の性格

本計画が、豪雪地帯における雪
害の防除、産業の振興、生活環
境の整備・改善等に関する恒久
的な諸対策の基本となるべきも
のであり施策を行うにあたって
尊重されなければならないこと
を説明。

3 基本計画の重点
4 基本計画の内容

本計画の推進を図る際の重点につい
て整理を行った上で、計画において
推進する事項を

■交通、通信等の確保

■農林業等地域産業の振興

■生活環境施設等の整備

■国土保全施設の整備及び環境保全

■雪氷に関する調査研究の総合的な
推進及び気象業務の整備・強化

の観点から、豪雪地帯及び特別豪雪
地帯それぞれについて記載。

5 基本計画の推進

本計画に基づく事業を計画的・効率
的に実施するため、国及び地方公共
団体が講じるべき措置等（必要な経
費の確保等）について定めているほ
か、事業の実施に当たって留意する
べき事項を

■地方公共団体の自主性、自立性の
強化

■道府県豪雪地帯対策基本計画の
尊重

■効率的な事業の実施

の観点から記載。

豪雪地帯対策は、

・国土強靱化の観点を踏まえて雪に強い安全・安心な地域
社会の実現に向けた克雪対策を充実させること及び

・親雪又は利雪の観点から豪雪地帯における自然的特性、
固有の文化等を生かした取組を積極的に支援すること

により、農業、林業その他の産業の振興及び地域活性化等を図
ることを旨として行われなければならないものとする。

（２）基本理念の新設

現状認識を基本計画の目的に反映

基本理念を基本計画の目的・性格に反映



１ （３） 豪雪地帯対策特別措置法における改正事項と基本計画での対応方向（案）②

7

Ⅱ．基本計画等の策定・実施に関する規定の追加・見直し

国の財政上の措置に関する規定を見直し

（１）財政上の措置の見直し

基本計画・道府県計画は、豪雪地帯の特性を踏まえた防災施
策を促進するものとなるよう配慮するものとする。

（２）豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進への配慮

財政上の措置の見直しを基本計画の推進に反映

豪雪地帯の特性を踏まえた防災政策の促進への配慮を基本計画の重点・内容に反映

1 基本計画の目的

豪雪地帯の地理的・社会的な状
況を踏まえた豪雪地帯を取り巻
く厳しい現状を説明した上で、
豪雪地帯ならではの自然環境等
の資源を活用した地域づくりの
必要性について言及し、総合的
な豪雪地帯対策による地域経済
の発展と住民生活の向上に寄与
するという基本計画の目的を説
明。

2 基本計画の性格

本計画が、豪雪地帯における雪
害の防除、産業の振興、生活環
境の整備・改善等に関する恒久
的な諸対策の基本となるべきも
のであり施策を行うにあたって
尊重されなければならないこと
を説明。

3 基本計画の重点
4 基本計画の内容

本計画の推進を図る際の重点につい
て整理を行った上で、計画において
推進する事項を

■交通、通信等の確保

■農林業等地域産業の振興

■生活環境施設等の整備

■国土保全施設の整備及び環境保全

■雪氷に関する調査研究の総合的な
推進及び気象業務の整備・強化

の観点から、豪雪地帯及び特別豪雪
地帯それぞれについて記載。

5 基本計画の推進

本計画に基づく事業を計画的・効率
的に実施するため、国及び地方公共
団体が講じるべき措置等（必要な経
費の確保等）について定めているほ
か、事業の実施に当たって留意する
べき事項を

■地方公共団体の自主性、自立性の
強化

■道府県豪雪地帯対策基本計画の
尊重

■効率的な事業の実施

の観点から記載。



１ （３） 豪雪地帯対策特別措置法における改正事項と基本計画での対応方向（案）③
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Ⅲ．国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加

国は、除排雪について持
続可能な体制の整備や安
全確保の取組を行う地方
公共団体に対する交付金
の交付その他の必要な措
置を講ずるものとする。

（１）交付金に関する規定

国及び地方公共団体は、短
期集中的な降雪が生じた場
合においても、幹線道路の
交通が確保されるよう、除
排雪体制の整備その他の必
要な措置を講ずるものとす
る。

（３）幹線道路の交通確保の
ための規定

①交付金の交付その他の措置

（２）除排雪時の死傷事故防止のための規定

国及び地方公共団体は、既存住宅等への命綱固定アンカー
の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための
装備の普及が図られるよう配慮するものとする。

②命綱固定アンカーの設置の促進等

国及び地方公共団体は、克雪に係る技術の開発及び普及を
図るよう配慮するものとする。

③克雪技術の開発・普及

④幹線道路の交通確保

国・地方公共団体の講ずるべき措置を基本計画の重点・内容に反映

1 基本計画の目的

豪雪地帯の地理的・社会的な状
況を踏まえた豪雪地帯を取り巻
く厳しい現状を説明した上で、
豪雪地帯ならではの自然環境等
の資源を活用した地域づくりの
必要性について言及し、総合的
な豪雪地帯対策による地域経済
の発展と住民生活の向上に寄与
するという基本計画の目的を説
明。

2 基本計画の性格

本計画が、豪雪地帯における雪
害の防除、産業の振興、生活環
境の整備・改善等に関する恒久
的な諸対策の基本となるべきも
のであり施策を行うにあたって
尊重されなければならないこと
を説明。

3 基本計画の重点
4 基本計画の内容

本計画の推進を図る際の重点につい
て整理を行った上で、計画において
推進する事項を

■交通、通信等の確保

■農林業等地域産業の振興

■生活環境施設等の整備

■国土保全施設の整備及び環境保全

■雪氷に関する調査研究の総合的な
推進及び気象業務の整備・強化

の観点から、豪雪地帯及び特別豪雪
地帯それぞれについて記載。

5 基本計画の推進

本計画に基づく事業を計画的・効率
的に実施するため、国及び地方公共
団体が講じるべき措置等（必要な経
費の確保等）について定めているほ
か、事業の実施に当たって留意する
べき事項を

■地方公共団体の自主性、自立性の
強化

■道府県豪雪地帯対策基本計画の
尊重

■効率的な事業の実施

の観点から記載。



２ 主な見直し事項（案）を取り巻く状況
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２ Ⅰ．総則的規定の整備～豪雪地帯の現状～ ａ 人口減少・高齢化

（備考）1 令和２年国勢調査（令和２年10月１日現在）より作成。
2 「人口増減率」・「高齢化率」：指定区域外の人口が大きな一部指定豪雪地

帯である仙台市、郡山市、静岡市、大津市は含めていない。
3 「高齢世帯率」Ｓ50～Ｈ2は老人（65歳以上）のみで構成される世帯数の全

世帯に占める割合。Ｈ7～は高齢単身世帯と高齢夫婦世帯の合計世帯数
の全世帯に占める割合。
Ｈ22～は、豪雪地帯分は全域が豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む）、特別
豪雪地帯分は全域が特別豪雪地帯の市町村の数値を集計している。

【豪雪地帯の人口増減率・高齢化率・高齢世帯率の推移】 高齢化率

人口増減率

高齢世帯率

豪雪地帯では、人口減少・高齢化が全国よりも進行しており、特に特別豪雪地帯においては、
その傾向が顕著である。

10
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• 令和４年冬の雪害による死者数は、９９人と多数に上る事態となった。

• うち、屋根雪下ろし等除雪作業中の死者が８割弱。そのうち、６５歳以上が９割超。

• 雪害による死者数は増加傾向にあり、風水害などの自然災害に比べても大きな増加となっている。

【雪害による死者数の推移（冬期間累計降雪量との比較）】

（備考） １ 死者数・冬期間累計降雪量： H2～H16までは前年の暦年、H17は前年の暦年＋H17(1～3月)、
H18以降は年冬の数値。

2 死者数・被害状況 ： 消防庁公表資料より作成。
3 冬期間累計降雪量： 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」 11

【雪害と風水害などの自然災害による死者数の推移】
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（備考）
１ 消防庁データ（暦年）に基づき全国積雪寒冷地帯振興協議会作成（Ｒ３年

数値は１０月１日時点の暫定値）
２ 自然災害のうち、単年での変動が大きい地震・津波による死者数は

除いて集計

２ Ⅰ．総則的規定の整備～豪雪地帯の現状～ ｂ 雪害の状況

【令和４年冬における死者の内訳】 （～令和4年4月30日）
死亡状況 ６５歳未満６５歳以上 合計

雪崩による死者 1 1 2
屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者 7 69 76
落雪による死者 3 13 16
倒壊した家屋の下敷きによる死者 3 2 5
その他 0 0 0
合計 14 85 99



２ Ⅰ．総則的規定の整備～豪雪地帯の現状～ ｃ 雪の降り方の態様の変化

12

• 令和２年冬は、冬型の気圧配置が続かず、寒気の影響を受けにくかったため、全国的に冬の降雪量はかな
り少なく、北・東日本日本海側では統計開始の1961/62年冬以来、冬の降雪量として最も少なかった。

• 令和３年冬は、日本海側を中心に各地で大雪となり、北陸道や東海北陸道で立ち往生が発生した。

• 令和４年冬は、北海道で２月に記録的な大雪に見舞われ、交通機関の運休が相次ぐなど市民生活に大きな
影響が出た。

【令和２年冬（12～２月）の降雪量の平年比】 【令和３年の北陸地方の大雪】 【令和４年の北海道地方の大雪】

著作権の都合により公開できません。



48%52
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米の農業産出額

２ Ⅰ 総則的規定の整備～豪雪地帯の現状～ ｄ 豪雪地帯の産業①

13

区分 全国
豪雪地帯

〔特別豪雪地帯を含む〕

（対全国比％）
うち特別豪雪地帯

（対全国比％）

市町村数 1,719 532 （30.9） 201 （11.7）

面積（km2） 377,975 191,990 （50.8） 74,899 （19.8）

人口（千人） 126,146 18,248（14.5） 2,793 （2.2）

豪雪地帯 ５３２

特別豪雪地帯 ２０１

数字は市町村数（ うち特豪）

豪雪地帯・特別豪雪地帯

北海道地方

１７９（８６）

東北地方

１６１（６９）
北陸地方

８１（３０）

近畿地方

１９（１）
中国地方

４１（－）

関東地方

１７（１）

中部地方

３４（１４）

（備考） 1 市町村数は令和４年４月１日現在。全国の市町村数のうち、東京２３区は１市としてカウント。
2 面積は国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」（平成元年10月1日時点）による。
3 人口は令和２年国勢調査（令和２年10月1日）による。

（指定区域外の人口が大きい（※）一部指定豪雪地帯である仙台市、郡山市、静岡市、
大津市は豪雪地帯に含めていない。）

豪雪地帯

豪雪地帯以外

【豪雪地帯が占める農林業面積の割合】

【豪雪地帯が占める農業産出額の割合】

豪雪地帯は国土の約半分を占め、人口の約15%が居住している。この豪雪地帯における農林業は、全国の経

営耕地面積の約６割、林野面積の約６割を占めるなど、重要な役割を担っている。

（備考） 1 経営耕地面積、林野面積は、農林水産省「2020年農林業センサス」データより作成。
2 農業産出額は、農林水産省「令和２年市町村別農業産出額（推計）」データより作成。
3 一部指定の市町村は、全域の市町村のデータを使用している。

41%59
%

林野面積

豪雪地帯の農林業

32%
68%

乳用牛の農業産出額

39%
61%

経営耕地面積

雪室貯蔵による保管などにより高付加
価値化された農作物も見受けられる。
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２ Ⅰ 総則的規定の整備～豪雪地帯の現状～ 豪雪地帯の産業②

国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業
【観光庁】

雪を活用した交流やレジャーは豪雪地帯の振興の有力な方策である。

補助率：事業費の１／２

補助対象者：
観光地域づくり法人（DMO）、民間事業者等
※インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルが高い地域の「国際競争

の高いスノーリゾート形成計画」に位置づけられた事業の実施主体に限る。

スノーリゾートへのインバウンド需要をタイムリーかつ的確に
取り込むため、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャ
ルの高い地域における国際競争力の高いスノーリゾート形成の
ための取組を促進する。

【道府県における雪国であることを活かした冬季観光に向けた事業や支援の状況】

道府県

実施している 10
実施していない 14

（備考）出典： 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和３年度）

【市町村における雪テーマ交流活動の交流人口の推移】

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度～令和3年度）
・市町村主催、民間主催の交流活動について集計している。

また「雪に親しむことをテーマとした交流活動」とは以下のものが含まれる。
なお、「人」が参加する、「人」が集まる活動に限定している。

○観光目的の雪まつりやイベント等
○地域住民の親睦のための雪まつりやイベント等
○雪国文化や生活を知ってもらうための他地域住民、児童・生徒との交流活動
○雪国文化や生活を知ってもらうための海外との交流活動
○雪国文化や生活を知ってもらうためのシンポジウムや講演会等
○雪国文化や生活に根ざした歴史的行事、祭事、芸能等
○各種冬季スポーツの競技会、大会
○各種冬季スポーツ教室
・交流人口の定義は次のとおり。

国内：自市町村内で開催された活動の参加者数（日本在住者）
海外：自市町村内で開催された活動の海外からの参加者数

単位：人

8,331,038
7,532,652 7,888,208

6,294,242

539,216

345,668 341,937
393,936

323,141

2 0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000

H28 H29 H30 R1 R2

国内 海外

補助対象事業：
地域の関係者が一体となって策定した「国際競争力の高いスノ
ーリゾート形成計画」に位置づけられた以下の取組
○アフタースキーのコンテンツ造成
○グリーンシーズンのコンテンツ造成
○受入環境の整備（多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス対応、

公衆トイレの洋式化等）
○外国人対応可能なインストラクターの確保
○二次交通の確保（スキー場間の周遊等のためのバス運行の実証実験）
○情報発信（プロモーション資材の作成等）
○スキー場インフラの整備（索道施設（ゴンドラ・リフト）の撤去、搬器の

更新（機能向上分）、高機能な降雪機の導入、ICゲートシステムの導入、
レストハウス等の改修・撤去）

※訪日外国人旅行者の誘客に地域一丸となって取り組む地域に絞って支援
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■市町村道の除雪費の推移

※交付決定ベース

・平成25年度より、市町村の除雪費を当初予算で計上（防災・安全交付金）

※上記記載年以外は臨時特例措置の適用なし

■大雪時の臨時特例措置実施状況（H16年以降）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

国費
37

億円
78

億円
82

億円
65

億円
95

億円
76

億円
86

億円
103
億円

185
億円

年度 H16 H17 H22 H23 H24 H25 H26 H29 R2 R3

対象
市町
村数

165 339 187 275 122 89 151 258 316 358

国費
20

億円
98

億円
42

億円
106
億円

47
億円

49
億円

59
億円

133
億円

167
億円

131
億円

２ Ⅱ 基本計画等の策定・実施に関する規定の追加・見直し
（１）財政上の措置

令和３年度 道路除雪費補助等追加配分 道府県別内訳表

・平時、大雪時において、防災・安全交付金、除雪費補助や臨時特例措置などにより、自治体の道路除雪費に

対して支援を実施。

・令和３年度は令和２年度に引き続き臨時特例措置を実施し、自治体の道路除雪費に過去最大の追加配分を実

施。
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■特別交付税の繰上げ交付■特別交付税交付額の決定

２ Ⅱ 基本計画等の策定・実施に関する規定の追加・見直し
（１）財政上の措置

・自治体における除排雪等に係る経費について、特別交付税において措置（令和３年度：７２４億円）。

・また、令和３年度は、１２月から２月にかけての大雪等により多大な被害を受けた自治体に対し、３月に交
付すべき 特別交付税の一部を繰り上げて交付した（約２９１億円）。



策定年度 道 府 県 名

平成４年度 新潟県（H13変更、H25変更、H30変更）、富山県（H13変更、H24変更）、長野県（H19変更、H23変更、H29変更）

平成５年度 青森県（H13変更） 、岐阜県（H20変更）

平成６年度 山形県（H18変更、H22変更、R1変更）、福島県（H12変更、H22変更）

平成８年度 秋田県（H25変更、H30変更）

平成９年度 岩手県（H11変更）

平成10年度 福井県

平成11年度 滋賀県（H22変更）

平成14年度 栃木県

平成15年度 岡山県

２ Ⅱ 基本計画等の策定・実施に関する規定の追加・見直し
（２）豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進への配慮
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〇 道府県計画について

豪雪地帯対策基本計画に、

「防災に関する施策を実施する際は、豪雪地帯における地域の特性を配慮する」

旨を記載する。

・平成４年３月の豪雪法改正により、地域の特性に応じたきめ細やかな豪雪地帯対策を推進するため、豪雪
地帯に係る道府県の知事は、道府県豪雪地帯対策基本計画（以下「道府県計画」という）を定めることが
できることとされた（第6条第1項）。

・政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たって、道府県計画を尊重するものとされている（第6条第8項）。
【参考】道府県計画の策定状況（13県）

〇 豪雪地帯対策基本計画（国の基本計画）における対応

令和4年3月の法改正により、「国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当た
っては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地
震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとする。」
とされた（第6条の2）。



豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ、交付金制度
を創設し、将来を見据えた戦略的な方針の策定と、持続可能な除排雪体制の整備等
に取り組む自治体を支援する。

目的

【対象事業】

○地域安全克雪方針策定への支援（補助率10/10） ※策定主体は市町村

自立的で安全な地域を実現するための将来構想を地域ぐるみで設定し、その達
成のための地域のルールや各主体の取組を定める地域安全克雪方針の策定に対し
て重点的な支援を行う。

○方針策定に向けた試行的取組への支援（補助率1/2)

方針策定に並行して行う試行的な取組に対して支援を行う。

＜取組の例＞
• 多様な主体の参画による除排雪の体制づくり

（要援護世帯への屋根雪下ろし支援や
除排雪のための装備・資機材の購入を含む）

• 安全講習会の開催等、除排雪の担い手の育成
• 克雪住宅化やアンカー設置に関する普及活動
• 除排雪に関する自動化、省力化等に資する技術の導入 等

【事業主体】
○道府県、市町村 雪下ろし実技講習

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（１）交付金に関する規定 ①交付金の交付その他の措置

豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 【国土交通省】
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予算額（R3補正＋R4当初）：２２５百万円
令和３年度補正予算： １５０百万円
令和４年度当初予算： ７５百万円



除排雪作業中の死傷事故を防止するため、命綱固定アンカーの設置や安全装備の普及を促進する。

命綱固定アンカー
墜落制止用器具（安全帯）
を結ぶ命綱の一端を固定
するために、住宅の屋根等
に堅固に固定された金具等
の設備

墜落制止用器具
（安全帯）
命綱を接続するために体に
装着するベルト

命綱
登山用ロープ等、丈夫で滑
りにくく、結び目がほどけに
くい材質のものを使用する。

墜落制止
用器具

命綱

アンカー
命綱固定アンカーに命綱を固定して雪下ろしを行う様子

出典：新潟県 令和３年度第３回県民アンケート調査結果
テーマ：住宅の屋根雪下ろしの安全確保について
調査対象者：新潟県内に在住する18歳以上79歳以下の男女

命綱固定アンカー設置の促進
【国土交通省克雪体制支援調査取組事例】

• 雪害救助員が安心して雪下ろし作業ができるように、雪が積もる
前に、雪害救助員を派遣する高齢者世帯等の住宅を現地調査し、
支援が必要な世帯の住宅の情報を共有する「除雪住宅カルテ」を
作成。カルテには、屋根の特徴、雪止めやハシゴの位置、注意点
などを細かく記録。

• 命綱アンカーの取付金具を自ら開発し、これを設置した「命綱ア
ンカー設置モデル住宅」を整備して周知・提案を図った。

• 雪害救助員を対象とした、安全帯と命綱の重要性を伝えるための
除雪安全講習会や、地区住民に向けたアンカー見学ツアー、ロー
カルテレビでの屋根雪下ろしの安全対策動画の放送や、屋根雪
下ろし情報誌の発行（町内の瓦版）により普及啓発を行った。

• 行政職員などが除雪支援員の屋根雪下ろし作業に同行する機会
を設け、アンカー設置に関わる補助金の重要性を訴えた。

命綱固定アンカー取付金具

【除雪住宅カルテ製作等により命綱アンカー設置の重要性を周知】
（長野県長野市）
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２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（２）除排雪時の事故防止のための規定 ②命綱固定アンカーの設置の促進

命綱固定アンカーとは

【自宅の屋根に命綱を結ぶための設備（アンカー）を知っているか】

【自宅の屋根にアンカーは設置されているか】

命綱固定アンカーに関する意識調査結果

アンカー見学ツアーの開催

除雪住宅カルテ



・対象となる工事：高さ2メートル以上の屋根部分のすべてに、転落防止を目的とした命綱固定アンカー、転落防止柵、固定式昇降用はしご

のいずれかを設置する、または取り替える工事

・対象となる住宅：市内にある自己の居住または所有する一戸建ての住宅（併用住宅含む）及び住宅と一体となって使用する附属屋（カー

ポート含む）で、高さが2メートル以上のもの。市に住民登録のない人が所有する空き家等や新築住宅等も含む。

・補助金交付額：要援護世帯 補助率2/3（1棟あたり上限10万円）、一般世帯 補助率1/2（１棟あたり上限5万円）

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和３年度）
・市町村の支援制度は道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。
・令和２年度の実施状況

・ 国では、地方公共団体が地域の住宅政策の一環として、命綱固定アンカーを設置する住宅所有者等に対して整備費の一部を
助成する場合に、社会資本整備総合交付金等により支援。

・ 地方公共団体では、豪雪地帯29市町村（うち特別豪雪地帯24市町村）において命綱固定アンカー整備の支援制度が設けら
れている。

概要

【屋根雪下ろし命綱固定アンカー等設置費補助金】 （上越市）

【道府県における命綱固定アンカー設置支援制度の状況】

【市町村における命綱固定アンカー設置の支援事業】

道府県単独
事業として実施

市町村への
支援として実施

実施して
いない

道府県 2 1 22

（出典）上越市ＨＰ ※ 令和４年度の実施内容
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実施した
必要だが実施

していない
必要がないので
実施していない

豪雪地帯 29 98 405

うち特別豪雪地帯 24 58 119

【市町村における命綱固定アンカー設置支援制度の状況】

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（２）除排雪時の事故防止のための規定 ②命綱固定アンカーの設置の促進

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和３年度）
・令和２年度の実施状況

命綱固定アンカーの整備を助成する地方公共団体の取組について、社会資本整備総合交付金等により支援して
いる。



転落事故

2,635件 53%

転倒

763件 15%

除雪機

486件 10%

屋根落雪

387件 8%

水路等転落

180件 4%

発症 260件 5% その他 248件 5%

除排雪作業中の事故を防止するため、除排雪の自動化・省力
化に資する既存技術の性能向上、省コスト化にかかる改良や、
新技術の開発・普及を推進する。

除排雪作業中の事故を防止するため、除排雪を自動化・省力化する技術やサービス等の開発・

普及を推進する。

既存の除排雪技術の例

除排雪作業中の事故の原因
（平成24～令和２年度全事故）

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（２）除排雪時の事故防止等のための規定 ③克雪技術の開発・普及

【民地除排雪】

ｎ=4,959

21

① 事故の発生を通知するアプリ

著作権の都合により
公開できません。



【道路除雪】ＩＴ技術・新技術による除雪作業の高度化

• 運転制御・操作支援の機能を備える高度化された除雪車の開発を推進している。

• カメラ画像を活用したＡＩによる交通障害の自動検知の導入を推進している。
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■ＡＩによる交通障害の自動検知

AIによる自動検知のイメージ（滞留車両の発生）

■除雪機械の高度化

○除雪車の通行位置等の情報を表示し、オペレータの運転操
作を視覚的に支援

○除雪トラックのサイドシャッタ（雪を抱え込む装置）を自動開閉し
、交差点での雪の排出を抑制 ※令和２年２月から公道上で運用

道央道での実験状況

進
行
経
路
を
図
示

車
線
か
ら
の
は
み
出
し
を
管
理

準天頂衛星からの電波を
受信し走行

除雪トラック サイドシャッタの自動開閉

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（２）除排雪時の事故防止等のための規定 ③克雪技術の開発・普及



（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和3年度）
・市町村の支援制度は、道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。

【ハイブリッド屋根融雪システムの商品化】 （秋田県）

【道府県における住宅除雪に係る技術・研究開発支援の状況】

【道府県における住宅除雪に係る技術・研究開発の支援事業】

道府県単独
事業として実施

市町村への
支援として実施

実施して
いない

道府県 1 1 22

（出典）秋田県ＨＰ
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実施した
必要だが実施

していない
必要がないので
実施していない

豪雪地帯 0 78 454

うち特別豪雪地帯 0 47 154

【市町村における住宅除雪に係る技術・研究開発支援の状況】

【道府県における道路除雪に係る技術・研究開発支援の状況】 【市町村における道路除雪に係る技術・研究開発支援の状況】

道府県単独
事業として実施

市町村への
支援として実施

実施して
いない

道府県 5 1 18

実施した
必要だが実施

していない
必要がないので
実施していない

豪雪地帯 11 126 395

うち特別豪雪地帯 6 63 132

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（２）除排雪時の事故防止のための規定 ③克雪技術の開発・普及

• 設置費用が安価でランニングコストも安い雪下ろし不要の融雪シ
ステムの商品化を望む声が非常に多いことから、建設業者が融雪
システムの研究を始めた。

• 製造業者とともに試作機の作成、実証実験等を行った後、商品化
に向けて更なる改良と融雪データ取得のため、秋田県産業技術セ
ンターの技術支援、あきた企業活性化センターの助成事業を利用
して商品開発を行った。

• 建設業者だけではIoTを組み込んだものづくりが困難であったが、
秋田県産業技術センターの支援によりIoTを活用した実証試験が可
能となり、実証データに裏付けられた商品開発が可能となった。

ハイブリッド屋根融雪システムの外観

【自治体における取組状況】

自治体における克雪技術の開発支援の状況は、必要性は認識しているものの実施できていない
との回答も多く、普及促進に課題がある状況である。



大雪時の道路交通確保対策 中間とりまとめ（令和３年３月改定）を踏まえ、冬期道路交通

の確保対策を推進している。

【冬期道路交通確保対策について】 （国土交通省）

①冬期道路交通確保対策について

短期間の集中的な大雪時は、「自らが管理する道路を出来るだけ
通行止めにしないこと」や道路ネットワーク全体として大規模滞
留の抑制と通行止め時間の最小化を図る「道路ネットワーク機能
への影響を最小化」を目標として対応

「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」
を基本的な考え方として対応

大雪時の道路交通確保に対する考え方の転換

大雪時の道路交通確保に向けた取組の強化

（ソフト的対応）

〇短期間の集中的な大雪時の行動変容
〇短期間の集中的な大雪時の計画的・予防的な

通行規制・集中除雪の実施
〇立ち往生が発生した場合の迅速な対応
○タイムライン（段階的な行動計画）の作成
○除雪体制の強化
○除雪作業を担う地域建設業の確保
○除雪作業への協力体制の構築
○チェーン等の装着の徹底

（ハード的対応）

〇基幹的な道路ネットワークの強化
〇スポット対策、車両待機スペースの確保

（社会全体の取組、効率的・効果的な対策に向けて）

〇短期間の集中的な大雪時の行動変容
（利用抑制・迂回）

〇冬道を走行する際の備え
〇関係機関の連携強化
〇情報収集・提供の工夫
〇新技術の積極的な活用

24

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（３）幹線道路の交通確保のための規定 ④幹線道路の交通確保



• 短期間の集中的な大雪等に備えて、大規模な車両滞留を防ぐ観点から、他の道路管理者等と連

携して、大規模な車両滞留の予兆を把握し的確に対応するためのタイムラインを策定。

• 令和２年度の大規模滞留を踏まえ、躊躇無い通行止め等の実効性を高めるため、タイムライン

を改定。

②除雪体制の強化（タイムラインの改定）
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【短期間の集中的な大雪等を想定したタイムライン（行動計画）の策定】 （国土交通省）

■タイムラインのイメージ

・
・
・

■タイムラインの主な改定内容

通行止め

・広範囲での通行止め、高速道路と並行する
国道等の同時通行止めを想定

・躊躇無い通行止めの実効性を高めるための
複数のメルクマール、トリガーをタイムラ
インに位置づけ

広報活動
・通行止め予測の繰り返し周知を記載
・運送事業者や荷主への情報提供を記載

乗員保護
・大規模な滞留が発生した場合を想定し、乗員

保護についてタイムラインに記載

時間
(目安）

気象状況等 整備局
国道

事務所
高速会社

地方
公共団体

○○

半日前～
６時間前

６時間前～
２時間前

集中的な
大雪の発生

～
１日後

１～３日前
まで

気象情報共有・体制確保

緊急発表

情報連絡本部設置

道路利用者、運送事業者、荷主への呼びかけ

大雪

注意報

応援・派遣

等準備 除雪開始

除雪体制の準備

大雪

警報※２）

・

顕著

大雪※２）

交通事故

発生等※２）
通行止め等の検討

・・・・・・

リエゾン派遣

ＴＥＣ派遣

市町村長ホットライン

情報提供 リエゾン受け入れ

・・・・・・

通行止め等の検討・実施、集中除雪
（高速道路と並行する国道等の同時通行止め含む）

広域支援・受援の調整

・・・・・・

通行止め等の検討

（大規模車両滞留が発生した場合）

乗員保護 ・・・・・・

通行止め予測の公表※１）

※１）呼びかけ、通行止め予測の公表は繰り返し実施
※２）通行止めを判断するための複数のメルクマール、トリガー

※１）

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（３）幹線道路の交通確保のための規定 ④幹線道路の交通確保



異常気象等を理由に貨物運送の運行経路の変更や運行中止等を行う場合には荷主の理解が不可
欠であり、荷主所管省庁である経済産業省や農林水産省と連携し、荷主に対して情報の周知や
要請を実施する。

【周知・要請体制】

国土交通省
経済産業省
農林水産省

荷主企業など
の傘下企業

連携

情報提供

周知・
要請

情報提供

周知

情報提供

【荷主への周知・要請】

＜周知＞

・大雪に関する緊急発表
・高速道路・幹線国道の通行止め情報・通行止め予測

＜要請＞

・運行経路の変更、運行の中止等を認めるなど柔軟な
対応を要請

・在庫の積み増しや、運行可能域内での物資の融通を
行うよう要請。

中央協議会(※)委員
所管荷主団体等

（経産省：約700団体、
農水省：約300団体）

※運送事業者や荷主団体（経団連や日商など）
、関係省庁等により構成され、主に自動車局
貨物課が運営する会議体

通行止め予測の例（令和3年1月6日 中日本高速道路会社）26

③大雪等の異常気象時における荷主への周知・連絡体制の構築

２ Ⅲ 国・地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加
（３）幹線道路の交通確保のための規定 ④幹線道路の交通確保



３ 法改正事項以外の主な課題とその状況

27



３ （１） 豪雪地帯対策の法改正事項以外の主な課題

28

（２）担い手（建設業等）の維持（発注方式等）

（４）雪に関する情報の受発信

（３）雪冷熱エネルギーの活用の促進

（１）除排雪体制の整備

これまでの分科会等での議論を踏まえると、今回の法改正事項の他に、今後の豪雪地帯対策の
主な課題として、以下が挙げられる。



【高齢者世帯等要支援世帯への支援体制の整備市町村数】

51％
（271市町村）

60％
（122市町村）

豪雪地帯全体
（特別豪雪地帯を含む）

特別豪雪地帯

Ｈ24年度末

市町村における共助除排雪体制の整備状況は、平成２４年度末と令和３年度末を比較すると、

豪雪地帯で51％→68％、特別豪雪地帯で60%→75％と増加してきた。

【共助除排雪体制の整備】 体制整備の現状

29

【共助による地域除排雪体制の整備状況】
（都道府県別・令和3年度）

体制
整備

市町村数整備率

北海道 86 55 64.0%
青森県 13 10 76.9%
岩手県 2 2 100.0%
宮城県 1 1 100.0%
秋田県 13 11 84.6%
山形県 26 24 92.3%
福島県 14 11 78.6%
群馬県 1 1 100.0%
新潟県 18 16 88.9%
富山県 6 6 100.0%
石川県 2 1 50.0%
福井県 4 3 75.0%
長野県 10 5 50.0%
岐阜県 4 3 75.0%
滋賀県 1 1 100.0%
合計 201 150 74.6%

特別豪雪地帯

体制
整備

市町
村数

整備率

北海道 179 115 64.2%
青森県 40 29 72.5%
岩手県 33 20 60.6%
宮城県 8 3 37.5%
秋田県 25 22 88.0%
山形県 35 32 91.4%
福島県 20 14 70.0%
栃木県 3 0 0.0%
群馬県 14 6 42.9%
新潟県 30 26 86.7%
富山県 15 12 80.0%
石川県 19 11 57.9%
福井県 17 13 76.5%
山梨県 2 1 50.0%
長野県 20 12 60.0%
岐阜県 10 6 60.0%
静岡県 2 0 0.0%
滋賀県 4 4 100.0%
京都府 8 5 62.5%
兵庫県 7 3 42.9%
鳥取県 19 12 63.2%
島根県 8 7 87.5%
岡山県 8 7 87.5%
広島県 6 4 66.7%

合計 532 364 68.4%

豪雪地帯全体

68％
（364市町村）

75％
（150市町村）

Ｒ3年度末

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和3年度）

３ （２）除排雪体制の整備
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共助体制が整備されている市町村でも、豪雪地帯の全体の53%・特別豪雪地帯の63%の市町

村は体制の拡充が必要と回答するなど、引き続き多くの市町村が共助体制の整備が必要と認識

している。

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和3年度）

３ （２）除排雪体制の整備

【共助除排雪体制の整備】 体制整備の現状

【共助による地域除排雪体制の現状】



豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ、交付金制度
を創設し、将来を見据えた戦略的な方針の策定と、持続可能な除排雪体制の整備等
に取り組む自治体を支援する。

目的

【対象事業】

○地域安全克雪方針策定への支援（補助率10/10） ※策定主体は市町村

自立的で安全な地域を実現するための将来構想を地域ぐるみで設定し、その達
成のための地域のルールや各主体の取組を定める地域安全克雪方針の策定に対し
て重点的な支援を行う。

○方針策定に向けた試行的取組への支援（補助率1/2)

方針策定に並行して行う試行的な取組に対して支援を行う。

＜取組の例＞
• 多様な主体の参画による除排雪の体制づくり

（要援護世帯への屋根雪下ろし支援や
除排雪のための装備・資機材の購入を含む）

• 安全講習会の開催等、除排雪の担い手の育成
• 克雪住宅化やアンカー設置に関する普及活動
• 除排雪に関する自動化、省力化等に資する技術の導入 等

【事業主体】
○道府県、市町村 雪下ろし実技講習

豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 【国土交通省】

３ （２）除排雪体制の整備 再掲
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予算額（R3補正＋R4当初）：２２５百万円
令和３年度補正予算： １５０百万円
令和４年度当初予算： ７５百万円



①民間事業者と地域住民が協力・連携した除排雪活動
を支援する取組（岩手県北上市（和賀地区））

②高齢者世帯等の雪下ろしへの助成の実施と並行して
担い手の確保・充実を図る取組（福井県大野市）

（事業スキーム）

【事業の概要】
• 高齢者世帯等の雪下ろしが困難な世帯に対して、雪

下ろし作業を登録した業者等に委託した際に利用で
きるチケット(5,000円×3枚）を市が交付する。

• 上記とは別に、雪下ろし等を行う自治会に対して、
市が活動費（保険料や燃料費、機材のリース料等）
を交付する。（定額20千円/自治会）

【事業のポイント】
• チケットの利用先を、市が作成する「雪下ろし作業

者名簿※」の登録者に限定することで、市は担い手
の確保・充実と連絡先などの把握が可能となる。（
担い手の情報を把握することで、豪雪災害などの緊
急時の対応にも活用可能となる。）

※名簿には、業者だけでなく自治会や個人も登録可能。

地域ぐるみの活動 屋根雪下ろし作業の実施

【事業の概要】
• 事業の対象地域（和賀地区）に居住する除雪困難世

帯の除排雪作業を行う地域協働除雪組織に対して、
市が活動費を補助する。（1戸当たりの本人負担費
用は雪下ろし経費の1/3）

【事業のポイント】
• 建設業協会等（協力事業者）と連携し、屋根雪下ろ

し作業に協力できる事業者を集め、屋根雪下ろし業
者の確保を図る。

• 雪下ろしのプロである協力事業者が屋根雪下ろし作
業、地域協働除雪組織がその他の除排雪作業を実施
している。（役割分担による安全な屋根雪下ろし環
境の確保）

地域協働除雪組織

市

協力事業者
建設業協会会員企業等

活動実績に基づく支援
（雪下ろし経費の2/3＋組織の活動経費）

支援対象者
除雪作業

（下ろした雪の排雪等）

屋根雪下ろし作業

協力・連携

・作業の依頼
・本人負担金支払

支払
協力依頼 賛同（協力事業者として登録）

３ (２)除排雪体制の整備
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【国による共助除排雪体制整備支援】アドバイザー派遣制度（国土交通省）

33

除排雪体制の整備及び除排雪に関する安全対策の専門的な知識や豊かな経験を有する者を「克雪体制づくりア

ドバイザー」として、克雪体制づくりの課題に直面している豪雪地帯の道府県・市町村や各種活動団体等へ派

遣する「克雪体制づくりアドバイザー派遣制度」を平成30年度に創設。

Ｈ30年度～

克雪体制づくりアドバイザー派遣地域 （Ｈ30年度～ 20地域）

地区の共助除排雪体制の強化
（山形県村山市）

雪下ろし等の除雪作業中の事故防止に向けた安全対策
（山形県飯豊町）

■課題

人口減少や少子高齢化の進展により雪処理が困難な世帯が

増加し、持続可能な除排雪体制づくりが課題だった。

■派遣の内容

地域が主体となった除排雪体制の成功事例に関する講演に加

え、アドバイザーから、各地域・団体の取り組み事例に関する課

題や、参加者から寄せられた課題について、解決に向けたアド

バイスがなされた。

■課題

人口減少等による地域の共助力減少が危惧されている一方、

移住者は雪国の冬の暮らしへの不慣れなため、危険かつ不効

率な除雪を行っていた。

■派遣の内容

アドバイザーによる安全な雪かき・雪下ろしのための座学、実

践講習、ロープワーク講座を実施し、安全で効率的な除雪作業

を習得するとともに、移住者同士の交流を図り地域の活性化に

も寄与する結果となった。

３ （２）除排雪体制の整備

豪雪地帯安全確保緊急対策交付金において、
克雪方針策定事業：シンポジウム、ワークショップへの招致、方針作りへの助言
安全克雪事業：共助組織立ち上げに関する講習会・安全対策講習会の実施の講師

等でアドバイザーを活用することが可能。

令和３年度に実施したアドバイザー派遣の内容



３ （２）除排雪体制の整備
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地方整備局への
除雪機配備

昨年度の短期集中的な豪雪や、「大雪
時の道路交通確保対策中間取りまとめ」
を踏まえ、以下の支援を行う。

（R3補正予算：2,000百万円）

○ 地方整備局に配備する小形除雪車等の
増強と地域への無償貸出し等による地
方管理道路除雪への支援

小形除雪車（左）や小形除雪機（右）を使用した道路の除雪

【道路除雪】

• 災害級の大雪時には、自治体の要望に応じて国の除雪機械等を派遣し、自治体の除雪体制を支援している。

• 令和３年度補正予算では、地方整備局に配備する小形除雪車等の増強を行い、直轄国道における滞留発生時の排出作

業に活用するとともに、直轄国道において使用していない時には、地域への無償貸出し等による地方管理道路除雪へ

の支援体制の強化を図った。



３ （２）除排雪体制の整備

35（備考）出典：国土交通省豪雪地帯基礎調査（令和3年度）

【道府県における除雪の担い手】 【市町村における除雪の担い手】

【除雪機械保有台数（車道用＋歩道用）・道府県】 【除雪機械保有台数（車道用＋歩道用）・市町村】

【道路除雪】

100%（24道府県）

13%（3道府県）

25%（6道府県）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外部委託

道府県（直営）

上記以外

（自治会・ボランティア等）

（n＝24）

94%（502市町村）

45%（238市町村）

15%（80市町村）

93%（187市町村）

46%（93市町村）

12%（25市町村）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外部委託

市町村（直営）

上記以外

（自治会・ボランティア等）

豪雪地帯全体

（n=532）

特別豪雪地帯

（n=201）

5,174 5,449 5,566 5,726 5,832 5,861 5,991 6,058 6,140 6,237 

7,103 7,426 7,872 7,814 7,754 7,315 7,338 7,581 7,552 7,546 

12,277 12,875 13,438 13,540 13,586 13,176 13,329 13,639 13,692 13,783

0

5,000

10,000

15,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（年度）

道府県所有 道府県所有以外 道府県所有＋道府県所有以外

11,534 12,046 12,592 13,384 13,173 13,272 13,319 13,322 13,457 13,648 

28,944 29,622 30,833 31,273 32,101 32,637 33,152 33,627 34,224 34,531 

40,478 41,668 43,425 44,657 45,274 45,909 46,471 46,949 47,681 48,179

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（年度）

市町村所有 市町村所有以外 市町村所有＋市町村所有以外

台数 割合

道府県所有 6,237 45.2%

道府県所有以外 7,546 54.7%

計 13,783 100%

※令和２年度実績

台数 割合

市町村所有 13,648 28.3%

市町村所有以外 34,531 71.7%

計 48,179 100%

• 道路除雪は、全豪雪地帯道府県において外部委託を行っており、市町村においても、約94％の市町村で外部委託を行
っている。

• 外部委託で使用する除雪機械は、道府県においては約45％が道府県所有、市町村においては約28％が市町村所有と
なっている。※道府県・市町村所有以外：民間事業者との委託契約等により確保する台数。
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地域の社会資本の維持管理（災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなど）について、包括的な事業の契約単位（工
種・工区・工期）や地域企業による包括的な体制で実施する方式

地域維持型契約方式の概要

従来の方式（業務・工事を個別に発注）

発注者

道路維持

地域における社会資本の維持管理に資する方式
（複数年契約・複数業務の一括発注、共同受注方式）

河川維持

工区
Ａ

工区
Ｂ

道路除雪

工区
Ａ

工区
Ｂ

工区
Ａ

工区
Ｂ

発注者

道路維持 ＋ 道路除雪 ＋ 河川維持

工区Ａ ＋ 工区Ｂ

：契約単位の包括（工種）

：契約単位の包括（工区）

施工体制の包括

《契約期間》 複数年

《契約期間》 １カ年

契約単位の包括（工期）

以下のような課題も…
ロットが小さく、施工
が非効率
契約期間が長く、監
理技術者の専任が
負担
オペレータ・機械が
不足している地域で
は地域維持の担い
手の確保が困難

期待される効果…
ロットの大型化によ
り、施工効率が向
上
監理技術者の専任
要件が緩和
（地域維持型JVの
場合）
人・機械の有効活
用による施工体制
の安定的確保

※このうち、地域精通度の高い建設業者が実施主体となる方式を地域維持型契約方式と呼ぶ。

地域維持型契約方式の活用範囲の拡大
（H26適正化指針改正）

（参考）地域維持型契約方式の導入状況
H２５年度 H２７年度 H２９年度 H３１年度
１６道府県→１９道府県→２１道府県→２４道府県

適用要件
地域の社会資本の

維持管理の実施主体

H２３

「担い手の確
保が困難とな
るおそれがあ
る場合」

迅速かつ確実に現場
へアクセスすることが
可能な建設業者（地
域維持型JVなど）

H２６

「担い手の安
定的な確保を
図る必要があ
る場合」

迅速かつ確実に現場
へアクセスすることが
可能な建設業者（地
域維持型JV、事業協
同組合など）

３ （３）担い手（建設業等）の維持

除排雪を含む地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る必要がある場合に、地域維持型契約方式を適切に活

用するよう、国から地方公共団体に要請。
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【道路除雪分野における地域維持型契約の導入状況（道府県）】

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和3年度）

３ （３）担い手（建設業等）の維持

道府県 • 工種・工区の範囲等、導入にあたっての課題について十分
な検討が行われていないため。

• 現況の契約体制で、問題なく除雪業務を実施できているた
め。

• 発注エリアが他工種と異なり一体発注が困難であるため。

市町村 • 建設事業者（組合等）との調整ができていない。
• 予算を確保出来ない。
• 道路維持事業は道路の補修等にかかる事業量の増減幅が大

きいため、毎年事業量を見直していることから、見通しが
難しく、複数年の契約は行わない。

• 市条例にて、複数年の契約を締結できる業務はポジティブ
リストがあり、除排雪委託についてはそのリストに入って
いないため。

• 本制度に係るノウハウがないため。

【地域維持型契約を導入していない理由（一部の回答）】

【道路除雪分野における地域維持型契約の導入状況（市町村）】

46% (11道府県) 46% (11道府県)

50% (12道府県) 50% (12道府県)

54% (13道府県)

0

3

6

9
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15

H28 H29 H30 R1 R2

（年度）

3% (18市町村)

6% (32市町村)

11% (59市町村)
11% (59市町村) 11% (61市町村)

12% (63市町村)

4% (8市町村)
8% (17市町村)

15% (31市町村)

14% (28市町村)

14% (29市町村)

13% (27市町村)

0
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40
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60

70

H27 H28 H29 H30 R1 R2

（年度）

市町村（豪雪 n=532） 市町村（特豪 n=201）

【道路除雪における地域維持型契約の導入効果】

・各事業者の割当路線の境界で生じていた除雪
レベルのばらつきが解消

・対象路線内の作業調整は幹事会社が行うため
発注者の負担が軽減

出典：国土交通省「多様な入札契約方式モデル事業事例集」
事例ケース10 大仙市除雪事業

• 自治体における道路除雪分野の地域維持型契約の導入は、道府県は５割強、市町村は10%台となっている。

• 地域維持型契約を導入していない理由としては、「建設業者との調整ができていない」、「予算が確保でき
ない」、「事業量の予測ができない」、「条例上の問題」等、様々な理由がある。



道
府
県

• 除雪機械の不稼働日分の損料について、実績に併せて設計計上する。
• 稼働時間にかかわらず人件費を保障する。12月15日から3月14日までを「基本待機保障期間」と定め、この期間に最大で

60日（660時間）分の費用を保障する。

市
町
村

• 過去３か年平均の80％を設計時間として最低保障の契約とし、設計時間を超える分は精算払いとする。
• 除雪機械に係る固定費(損料等)を機械管理料として月々の単価として契約。金額の設定には県機械器具損料より算定。

３ （３）担い手（建設業等）の維持
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83%

（20道府県）

79%

（19道府県）
54%

（13道府県）

33%

（8道府県）

4%

（1市町村）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

待機料制度

最低補償制度

地域維持型契約

その他の取組

行っていない

道路除雪体制維持のために、地域維持型契約のほか、待機料制度、最低保障制度等の取組が行われている。

道
府
県

• 県の指示による待機時の人員を対象としている。単価は県設定単価としている。
• 大雪警報・注意報発令時に、土木一般世話役１名の待機費用(２時間)の支払いを行う。待機場所は、自宅・会社問わない。
• 業者の待機実績に合わせ、稼働の有無に因らず待機料を支払う。

市
町
村

• 委託者からの指示で待機したが、出動しなかった場合の労務費の補償
• 平年に満たない降雪状況においては延べ実働時間が標準稼働時間に満たない場合、満たない時間に対して1時間当たりの

待機補償単価を乗じた額を支払う。
• 稼働時間の他に、前後30分間を準備時間として設定している。

【自治体における待機料制度の内容の例】

【自治体における最低保障制度の内容の例】

【道府県における道路除雪体制維持のための取組】 【市町村における道路除雪体制維持のための取組】

（備考）出典：国土交通省豪雪地帯基礎調査（令和3年度）
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55%(278市町村）

13%(63市町村）
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28%(139市町村）
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地域維持型契約

その他の取組
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豪雪地帯全体

（n=502）

特別豪雪地帯

（n=187）

最低保障制度最低保障制度
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３ （４）雪冷熱エネルギーの活用推進

道府県による支援事業

国による施設整備等への支援

【農林水産省】
交付金等により雪室貯蔵庫、貯雪槽、

栽培施設などの建設を支援

【経済産業省】
NEDO※の実証実験等により、
北海道美唄市にて民間による

雪冷熱式データセンター事業を開始

【環境省】
脱炭素化、地域再生エネルギー活用等の

観点から助成を実施
＜整備事例＞

雪室貯蔵庫

栽培施設

※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
雪氷熱利用イメージ

道府県名 事業名 概要

北海道
新エネルギー設計支援事業

新エネルギー設備の導入と、新エネルギーの導入効果を増大する省エネルギー設備の導入を前提とした、設備の設計及び設計に要
する調査を支援する。（対象：市町村又は市町村及び企業等とのコンソーシアム）

新エネルギー設備導入支援事業
地域経済の活性化や地域振興への波及効果の高い新エネルギー設備の導入と、新エネルギーの導入効果を増大する省エネル
ギー設備の導入を支援する。（対象：市町村及び市町村と企業等とのコンソーシアム）

北海道産業振興条例に基づく助成
環境配慮型のデータセンター事業への助成。
※環境配慮型データセンター：雪氷、太陽光等の自然エネルギーを活用し、空調設備の消費電力を20％削減したデータセンター

秋田県 元気な中山間農業応援事業 中山間地域における、地域特産物等の生産体制の強化や６次産業化等に必要な機械等の導入支援。

山形県
再生可能エネルギー未利用熱等活
用事業可能性調査

再生可能エネルギー未利用熱等を活用した熱供給事業に係る事業可能性調査に係る支援。

新潟県 令和3年度新潟県再生可能エネル
ギー設備導入促進事業

自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備、熱設備、蓄電池設備等を導入する事業者を支援する。

令和3年度新潟県地域循環型再生可
能エネルギー等形成促進事業

県内企業による再生可能エネルギー等分野産業への新規参入や設備導入の促進を図る取組を支援する。

新潟県農林水産業総合振興事業
（再生可能エネルギー利活用促進）

太陽光、雪、バイオマス等、再生可能エネルギーを活用した農林水産業生産のために必要な機械・施設の整備。

豊かで快適な雪国づくり推進事業 雪冷房施設等の整備に要する経費の 4/10以内(１市町村当たり上限1200万円)を補助。

長野県
地域主導型自然エネルギー創出支
援事業

自然エネルギーの利用を促進するため、地域主導型の熱供給・熱利用事業に意欲的に取り組む事業者に対して補助。

（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（令和3年度）
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３ （４）雪冷熱エネルギーの活用推進

（参考）有限会社大地

雪室貯蔵庫（新潟県津南町）

岩手中部クリーンセンター（岩手県北上市）

ホワイトデータセンター（北海道美唄市）

・３月頃に雪室貯蔵庫への雪入れを行う。
その後年間を通して室内は5℃以下、湿度も
およそ95％～98％に保たれる。
・室内の保冷には電気を一切使用しないた
め、Co2排出量削減に大きく寄与できる。

・豪雪地の利を生かした雪室貯蔵により食
味を高めた農産品の有利販売を展開。地域
内農業所得の増大やブランド化を推進。
・地場で生産された農産加工品の販売促進
を図ると共に、魚沼産コシヒカリなど新潟
県特産品の販売拡大に努め、地域の活性化
に貢献。

地場野
菜

人参、馬鈴薯、魚沼産コシヒカリ、
他

きのこ なめこ、まいたけ、ぶなしめじ、他

加工食
品

雪下人参ジュース、地元素材によ
る農産加工品、他

農業資
材

有機肥料、きのこ生産資材、他

・サーバーの冷却に使用する雪
山は美唄市の公共除雪排雪を受
け入れることによって作られて
いる。
・冬季には、サーバーの廃熱を
食料生産棟に供給することによ
り、15度から20度に維持された
室内で野菜や魚介類の養殖を行
っている。

・安価で広大な工業用地（空知工業
団地）を活用し、除雪の冷熱と再生
可能エネルギー（再エネ）を利用す
ることでCO2排出量ゼロを実現したホ
ワイトデータセンター（ＷＤＣ）を
建設。商業利用に耐えうるコストパ
フォーマンスを実現。

【取扱品目例】

P：ポンプ

雪室

・岩手県中部の広域ごみ処理施設である岩手中部クリーンセンタ
ーでは、雪と共存し活用することで省エネルギーにつなげる取組
として、夏期空調・保冷設備（雪室）による利雪システムを採用
し建物冷房を実施。

・冬期に施設敷地内の雪を雪室
に入れて保管し、融雪水を建物
空調設備の熱交換器の冷却水と
して使用。夏場の冷房に使用す
る電気を削減。



41（備考）出典：国土交通省「豪雪地帯基礎調査」 平成27年度から令和2年度までの供用開始分

全国の雪冷熱利用施設（平成27年～令和2年度共用開始分）

３ （４）雪冷熱エネルギーの活用推進

道府県名 市町村名 施設名 供用開始 目的・用途 事業者（設置者）
北海道

美唄市
ホワイト・ラボ H29.4.3 雪温貯蔵／食品加工 (一社)北海道スノーフード研究会

美唄市立図書館 R1.8.28 施設内の冷房に利用（利用者の利便性の向上） 美唄市教育委員会

当別町 北欧の風 道の駅とうべつ 直売所棟 雪室 H30.3.1 農産物の冷蔵 当別町
清里町 - H27.4 野菜の貯蔵 民間

鹿追町
環境保全センター
（マンゴー栽培ビニールハウス）

H28.3.22
夏季にしか出荷できないマンゴーを冬季に出荷すること
で新エネルギーの利活用や地域の産業振興を図る

代表：鹿追町農村青年会
構成員：鹿追町

池田町 JA十勝池田町 豆類等予冷装置・貯蔵庫 H29.8.31 豆類及び馬鈴薯の低温（定温）による貯蔵管理 十勝池田町農業協同組合

青森県 弘前市 弘前市役所岩木庁舎 H28.2.11 雪冷熱を利用した庁舎への冷房 弘前市
岩手県 北上市 岩手県中部クリーンセンター H27.10.1 建物冷房 岩手中部広域行政組合
秋田県 東成瀬村 雪室施設 H28.1.13 農産物の貯蔵 東成瀬村
山形県 鶴岡市 雪室 H28 温海かぶの長期保存 個人
新潟県 長岡市 （株）データドック H30.1.22 サーバーの空調 （株）データドック

十日町市

（株）天翔 雪室倉庫 H29.12.28 農作物冷熱貯蔵庫 （株）天翔

利雪型低温倉庫兼精米施設 H30.3.20
低炭素・循環型社会の構築及び農林水産物等の貯蔵に雪
を積極的に利用することにより、付加価値を高めた有利
販売に繋げ、農家の所得向上を狙う。

十日町農業協同組合

妙高市 四季彩館みょうこう雪室 R3.3.1 農産物等の貯蔵 妙高市

上越市

あるるんの杜の雪室コンテナ H28.7.20
生鮮野菜や果物の冷蔵。ユニットクーラーを利用するこ
とで雪を長持ちさせている。

えちご上越農業協同組合

ＪＡえちご上越わかば育苗センター雪室 R1.8.1
わかば育苗センター内出芽室を簡易雪室に改修し、雪
下・雪室野菜の振興を図るもの。

えちご上越農業協同組合

上越市雪中貯蔵施設「ユキノハコ」 R3.3.24
雪中貯蔵の効果を活かし、農産物の高付加価値化・ブラ
ンド化による中山間地域の所得向上を図るとともに、交
流人口の拡大による賑わいの創出と地域の活性化を図る

上越市

魚沼市
魚沼醸造株式会社水の郷工業 H31.3.5 雪冷房として利用 魚沼醸造株式会社
魚沼醸造株式会社水の郷工業 H31.3.5 ゲストホールの空冷補助 魚沼醸造株式会社

南魚沼市
雪室貯蔵米低温倉庫 H28.10 米の保管（雪室貯蔵米） 民間
鶴齢の雪室 H29.5 酒貯蔵 青木酒造

湯沢町 湯沢ITコンテナフィールド H30.7.2 データセンタ－ 民間

津南町
雪冷熱活用データセンター H28.6.21 雪冷熱を活用したデータセンター 民間

津南農産加工センター R1.11.1 カット野菜の冷蔵 （株）ミスズアグリ
福井県

小浜市
雪室 H30.3.19 食品の貯蔵・熟成 小浜市雪室協議会
雪室 H31.2 農産物・加工品等のブランド化 小浜市雪室協議会
雪室 R2.2 農産物・加工品等のブランド化 小浜市雪室協議会

長野県 飯山市 雪利用施設 H30.3.6 農作物、食品等の貯蔵 飯山市
小谷村 栂池高原栂の森酒埋設施設 H27.12.1 一定の温度で冷やし、熟成させる。 道の駅小谷

兵庫県
豊岡市

野菜保管庫 H28.2.27 野菜の保存 未来の種（株）
雪室コンテナ H29.3.31 野菜の貯蔵 未来の種（株）
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３ （５）雪に関する情報の受発信

国土交通省ＨＰ内ポータルサイト

○山形県は、県民に対し、
①安全・安心に対する意識向上
②雪の魅力の再認識
③雪の利活用の促進
の３つの柱に基づく情報発信と普及啓発を目的として
「いきいき雪国やまがた」HPを運営している。

○県下における
・除雪ボランティアの募集
・安全な雪下ろしのポイント
・雪情報システム（降雪量予測、主なゲレンデの天気・気温・

積雪量情報など）
・雪に関するイベントカレンダー
・雪氷熱の利用
等の様々な情報を一元的に管理し、県民や来訪者が必要とする情報

にスムーズにアクセスすることができる。

やまがた除雪志隊

※掲載サイトの例

いきいき雪国やまがた（山形県）今後の雪（気象庁）

雪の面的な分布を解析・予測

「今後の雪」では、24時間前
から６時間先までの面的な降積
雪の分布を一体的に確認可能。

今後の予定の見直しなどに
役立つような情報を提供。

提供開始前

ニュースで大雪だと言っていたけど、
どこの道路を通るのがいいんだろう？

提供開始後（「今後の雪」の利用例）

海寄りの地域で降雪量が多くなる予海寄りの地域で降雪量が多くなる予
想だから内陸の道路を通ろう！

？

アメダス
（12時間降雪量）

内閣府のホームページでは
・雪害に対する政府の取組（市町村のための降雪対応の手引き等）
・雪害に対する調査・検討等（各種検討会・提言等）
・雪に帯する「減災」の知恵・お役立ち情報
等を掲載している。

雪害対策（内閣府）

・国交省「豪雪地帯対策の推進」ページ内に、雪下ろし安全10箇条、共助除排雪体制整備事例集、克雪体制づくりアドバイザー
制度、各種パンフレット等の情報を掲載するとともに、各省庁や地方公共団体が提供する情報にアクセスできるポータルサイト
を構築。

• 国の機関や各道府県、市町村において、住民等向けの雪に関する情報を発信するサイトが構築されている。

• 各地域の情報にアクセスすることが可能なポータルサイトを国土交通省ＨＰ内に構築したところ（令和４年６月より）。


